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１． コーポレートガバナンス・コードの 

内容について

大崎　2015年の３月、金融庁の有識者会議で、

コーポレートガバナンス・コードの原案が完成し

た。今後は、これが東証で採択され、上場規則に

位置付けられて６月１日に施行される。コーポレ

ートガバナンス・コードは、14年発表されたス

チュワードシップ・コードと車の両輪をなし、日

本のコーポレートガバナンスを高度化・強化する

コーポレートガバナンス・コードを機能させるために

　

１．コーポレートガバナンス・コードの 
内容について

２．コーポレートガバナンス強化の狙い

３．日本の監査役制度と取締役会の役割

４．機関投資家との対話とその役割

５．コード実施における個人投資家の関わり
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